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明石市高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン接種報告チェック及びデータ作成業務委託仕様書  

 

1. 業務名 

明石市高齢者インフルエンザ・新型コロナワクチン接種報告チェック及びデータ作成

業務（以下「本業務」という。） 

 

2. 実施期間 

契約締結日の翌日から令和7月3月31日まで 

 

3. 実施場所 

受託者事務所等の作業場所を確保すること。 

被接種者の個人情報が記載された高齢者インフルエンザ予防接種の予診票（以下、

「インフル予診票」という。）・高齢者新型コロナワクチン接種の予診票（以下「コ

ロナ予診票」という。）を取り扱うため、個人情報が流出することがないよう「7(2)

受託者の責務」に従い、個人情報保護に努めること。 

 

4. 業務内容 

各業務における予定数量については、過去の実績を基に想定している予定であり、こ

の数量を超える又は下回るいずれの場合においても、単価を変更することなく契約単

価にて支払を行うものとすること。 

 

【区分】 

区分 業務4(1)①② 業務4(2) 

Ⓐ 明石市医師会・個別医療機関実施分 ○ ○ 

Ⓑ 加古川市医師会医療機関実施分 ○ ○ 

Ⓒ 神戸市医師会医療機関実施分 不要 ○ 

 

(1) 予診票のチェック業務【区分Ⓐ・Ⓑのみ】 

① 記載漏れ確認（予定数量：50,000件（インフル予診票）／30,000件（コロナ予

診票）） 

インフル予診票・コロナ予診票において、「使用ワクチン（ロット番号）」・

「実施場所」・「医師名」の各欄に記載漏れがないか確認すること（別紙①チ

ェック業務（記載漏れ確認）参照）。 

➔ 記載漏れがあった場合は、予診票に付箋（75×25mm・黄色）を貼付するこ

と。 

 

② 無料証明書確認（予定数量：6,500件（コロナ予診票）） 

コロナ予診票において、以下❶～❸のいずれかの無料証明書が添付している場

合は、添付証明書類が適当であるか確認すること（別紙②チェック業務（無料

証明書確認）参照）。なお、❹が添付している場合は、適当と見なして良い。 



2 

 

❶ 令和6年度 明石市介護保険料決定通知書 

❷ 明石市高齢者新型コロナワクチン接種費用にかかる免除決定通知書 

❸ 生活保護受給証明書 

❹ R6課税状況確認済（新型コロナ無料対象者） 

➔ 無料証明書が適当の場合は、コロナ予診票の費用区分欄において、該当の区

分（数字）（❶・❷・❹の場合は「1」、❸の場合は「2」）に〇がついてい

るか確認し、〇がついていない場合は〇をつけ、修正が必要な場合は二重線

で修正のうえ、該当の数字に〇をつけること（黒鉛筆を使用）。 

➔ 無料証明書が不適当の場合は、予診票に付箋（75×25mm・青色）を貼付する

こと。 

 

(2) パンチデータ作成業務（予定数量：52,000件（インフル予診票）／32,000件（コロナ

予診票））【区分Ⓐ～Ⓒ共通】 

インフル予診票・コロナ予診票及び高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者新型コロ

ナワクチン接種の実施報告書を基にデータ化を行うこと。 

なお、データ化にあたっては、ベリファイ入力を行うこと。 

（別紙③「データ化項目」、別紙④「ファイル／レコード仕様書」参照） 

➔ 読み取り（判断）不能な記載のためブランクでパンチした場合は、予診票に付箋

（75×25mm・赤色）を貼付すること（最初からブランク指定しているものは付箋

不要）。加えて、当該付箋に、ブランクパンチした箇所（（例）フリガナ）を記

入すること。 

 

5. 納品方法 

委託者が指定する場所・日時に受託者が取りに来るまたは渡しに来ること（別紙⑤「送

付スケジュール」参照／協議のうえスケジュールを変更する場合あり）。 

納品はCD-Rなどの光ディスクにて行い、データには任意のパスワードをかけること。 

 

6. 業務に必要な消耗品・機器 

本業務を実施するために必要な物品等は、必要な数量を受託者が準備すること。 

 

7. 委託業務に求める要件 

(1) 運用要件 

① 本業務の責任者として、受託業務及び関連法令の趣旨を理解し法令を遵守すると

ともに業務従事者に対する適切な指導監督を行い、受託業務全体を管理できる能

力を有する者を配置させること。 

② 本業務を確実に履行させることが可能な能力を有する委託業務従事者を配置する

とともに、繁閑に対応した必要な人員体制を確保すること。 

 

(2) 受託者の責務 

① 守秘義務及び個人情報の取扱い 
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（ア）受託者は、本業務の実施に当たり、「個人情報の保護に関する法律」（平成15

年5月30日法律第57号）及びその関連法令を遵守すること。 

（イ）受託者は、法令で定められた場合を除き、本業務で取り扱う個人情報及び機密

情報（以下、「個人情報等」という。）について、第三者に漏えい、開示及び

目的外利用（以下、「漏えい等」という。）を行ってはならない。また、本委

託業務の実施に必要な場合を除き、指定された場所以外に持ち出してはならな

い。なお、上記の取扱いは本契約が終了（解除の場合を含む。）した後におい

ても同様とする。 

（ウ）受託者は、業務責任者及び業務従事者と、契約終了後及び退職後においても有

効な、個人情報等の漏えい等を禁じた契約を締結すること。 

 

② 個人情報を記録した文書等の取扱い 

（ア）受託者は、本業務で取扱う個人情報等を記録した予診票等について、漏えい

等、紛失、毀損等が発生しないよう必要な措置を講じること。 

（イ）受託者は、業務仕様書等に定める場合を除き、予診票等の全部又は一部の複写

複製等を行ってはならない。また、複写複製等を防止するため必要な措置を講

じること。 

 

8. 緊急時の対応 

(1) 業務責任者は、緊急時の連絡体制、対応方法について定め、委託者と協議の上、業

務開始前に内容についての承諾を受けること。 

(2) 緊急を要する場合は、受託者は必要な措置を直ちに講じること。 

 

9. 再委託の禁止 

受託者は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 

なお、受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、

次に掲げる全ての要件を満たすことを条件とし、あらかじめ委託者の承諾を得なけれ

ばならない。 

(1) 受託者は委託者に対し、再委託先事業者に委託する業務の範囲、再委託を行うこと

の合理性及び必要性、再委託先事業者の履行能力並びに報告徴収、個人情報の管理

その他運営管理の方法について、事前に報告すること。 

(2) 再委託先事業者は、本業務の実施に当たり、「8(2)受託者の責務」に規定する事項

その他の事項について受託者が負うべき責務と同様の責務を負うこと。 

(3) 受託者は、再委託先事業者に対し、上記(2)について必要な措置を講じさせるととも

に、再委託先事業者から必要な報告を徴収すること。 

(4) 再委託先事業者が実施する業務は、全て受託者の責任において実施することとし、

再委託先事業者の責めに帰すべき事由については、受託者の責めに帰すべき事由と

みなして、受託者が責任を負うこと。 

 

10. 賠償責任 
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受託者は、本業務の実施に当たり、受託者の責めに帰すべき事由により委託者又は第

三者に損害を与えたときは、受託者の責任において、その損害を賠償することとす

る。 

 

11. その他 

(1) 本業務にかかる委託料について、受託者は、委託者への業務終了報告後、当該費用

を委託者に請求するものとする。なお、委託者は、受託者からの委託料の請求を適

正と認めた場合は、原則請求のあった日から30日以内にこれを支払うものとする。 

(2) 委託料は、契約単価（税抜）に数量を乗じ、これにより得た額に消費税及び地方消

費税相当額を加算して算出するものとする。なお、1円未満の端数が生じた場合はこ

れを切り捨てるものとする。 

(3) 上記に記載のない事項については委託者と受託者で協議して決定する。 



別紙① チェック業務（記載漏れ確認） 

‣明石市様式【区分Ⓐ】 

 

‣加古川市様式【区分Ⓑ】 



別紙② チェック業務（無料証明書確認） 
 

  介護保険料決定通知書 見本①（A4タイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  介護保険料決定通知書 見本②（冊子タイプ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免除決定通知書（見本）                   生活保護受給証明書（見本） 

 

 

令和 ６ 年度 

令和 ６ 年 ７月 １日 

令和 ６年 ７月１３日 

令和 ６ 年度 

令和 ６ 年 ７月１３日 

保険料段階が 

1～3段階のみ 

無料対象 

令和 6年度か確認 

令和 6年度か確認 

 
令和 6 年 7 月 1 日 

保険料段階が 

1～3段階のみ 

無料対象 

〒XXX-XXXX

明石市○△□○△□○△□○△□○△□

○△□○△□○△□○△□○△□○△□

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

様

　申請のありました高齢者肺炎球菌予防接種にかかる費用（自己負担額）の免除について、

審査の結果、要件に該当することが確認できましたので、本書のとおり通知します。

※ 他の必要書類とあわせて、この通知書（原本）を医療機関窓口にご提出ください。

※ この通知書による費用免除は、高齢者肺炎球菌予防接種費用のみに適用されます。

なお、市外に転出された場合や有効期限を過ぎると使用できません。

お問い合わせ

明石市保健予防課

電話：918-5668　　FAX：918-5441

○○　○○

氏　　名

免除区分

住　　所 明石市○△□○△□○△□○△□○△□○△□○△□

令和XX年XX月XX日

明石市長（公印省略）

明石市高齢者肺炎球菌予防接種費用にかかる免除決定通知書

整理番号 XXXXXXXX

生年月日 年号XX年XX月XX日○○　○○

非課税世帯

生保世帯　※どちらかを表示
有効期限 令和5年3月31日

明石市高齢者新型コロナワクチン接種費用にかかる免除決定通知書 

接種日から 

3か月以内か 

確認 

有効期限が 

令和 7年 1月 31日か

確認 



 

 

別紙③データ化項目 

 

No 項目 桁数 備考 

①  ワクチン 

種類 

8桁 インフル予診票は「00000001」で固定 

コロナ予診票は「90000000」で固定 

②  カナ氏名 15桁（半角カナ） 氏名間に半角スペース 

③  生年月日 7桁（半角数字） 大正「2」、昭和「3」で入力 

（例：昭和 20年 1月 1日＝「3200101」） 

西暦で記載されている場合は和暦変換する 

④  性別 1桁（半角数字） 男「1」・女「2」 

⑤  接種年月日 7桁（半角数字） 令和「5」で入力 

（例：令和 5年 10月 10日＝「5051010」） 

西暦で記載されている場合は和暦変換する 

⑥  費用区分 1桁（半角数字） （明石市様式）【区分Ⓐ・区分Ⓒ 

 インフル予診票は「1」で固定入力 

 コロナ予診票は「1」または「2」に〇がついて

いる場合は該当の数字を入力し、それ以外（「0」

に〇の有無に関わらない）は「0」で固定入力 

（加古川市様式）【区分Ⓑ】 

 インフル予診票は「1」で固定 

 コロナ予診票は 

添付に無料証明書が「有」→「0」 

添付に無料証明書が「無」→「1」 

⑦  予防接種 

医療機関コード 

6桁（半角数字） 実施報告書（またはパンチ送付書）に記載のコード

を各束で固定入力 

⑧  通し番号 6桁（半角数字） 全予診票に通し番号を振り(印字)、当該番号を入力 

インフル予診票は「000001」より開始 

コロナ予診票は「900001」より開始 

⑨  予備項目 205 桁（半角カナ） 全てブランクとする 

※ ①～⑥、⑧は予診票より、⑦は実施報告書（またはパンチ送付書）より入力 

 

〇 納品時のファイルについて 

 固定長 256桁のテキストファイルで作成すること。 

 文字コードは「Shift_JIS」で作成すること。 

 ファイル名は「KINF_XXX.txt」とする。 

  ※「XXX」は納品ファイル数に応じて「001」～「999」とする。 

   ファイル数が１件の場合は「001」とする。 

  



【実施報告書】 

‣明石市様式【区分Ⓐ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣加古川・神戸市様式【区分Ⓑ・Ⓒ】 

 

 

【予診票】 

‣明石市・神戸市様式【区分Ⓐ・Ⓒ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‣加古川市様式【区分Ⓑ】 

 

   

電話

明石市長様
下記のとおり実施しましたので報告します。 報告担当者

（　　　　　年　　　　　月分）

※　明石市民は接種費用の無料化が行われた年度に限り「合計」及び「予診のみ」欄のみ記入する　

１か月分をまとめて、予防接種を実施した翌月5日までに明石市医師会へ提出してください。
明石市高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼報告書（市町保存用）、証明書類（該当する場合）

※詳しくは実施要領等をご確認ください。

R6

＜自己負担免除者の証明書類＞

①　介護保険料決定通知書（接種日と同一年度に交付されたもので、保険料段階1～3段階のものに限る）

②　生活保護受給証明書（接種日より3か月以内に発行したものに限る）

③　明石市高齢者インフルエンザ予防接種費用にかかる免除決定通知書

□　被接種者は65歳以上ですか。

□　被接種者が満60～65歳未満の者で厚労省が定める者の場合、証明書（身体障害者手帳等）を

　　　添付（A4コピー）していますか。　※手帳は対象者・等級・疾病名が分かる面をコピーすること

□　被接種者が自己負担免除者（市民税非課税世帯・生活保護受給世帯）の場合、証明書（以下）を

※　明石市民は接種費用の無料化が行われた年度に限り、証明書の添付及び区分欄の記入は不要

□　予診票の「医師記入欄（接種場所・医師名・接種年月日・ロットNo）」に抜けはありませんか。

□　予診票の「本人記入欄（氏名・住所・電話番号など）」に抜けはありませんか。

【明石市民の報告書提出に係るチェックリスト】　※提出前にチェックを！

満65歳以上

満60～65歳未満の

厚労省令で定める者

有料人数（①）

医療機関名

（医療機関→明石市医師会→保健予防課）

　　　添付（A4コピー）していますか。　また、予診票の「費用区分欄」を記入していますか。

添付書類

生活保護（③）非課税（②）

　　年　　　月　　　日　

無　　　　料 合計
（①＋②＋③）

予診のみ

（6桁）
予防接種
医療機関
コ ー ド

【月報】　インフルエンザ予防接種実施報告書 （市町控）

明石市　・　加古川市　・　高砂市　・　稲美町　・　播磨町

枚目（全　　枚）

対象者

⑦ 

⑦ 



ファイル名
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別紙⑤送付スケジュール

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

明石 加古川 神戸

2024年11月11日 (月) 21,500 - - 2024年11月22日 (金)

2024年11月22日 (金) 17,000 1,200 - 2024年12月3日 (火)

2024年12月10日 (火) 20,800 - - 2024年12月19日 (木)

2024年12月19日 (木) 12,200 700 2,000 2024年12月27日 (金)

2025年1月14日 (火) 2025年1月20日 (月) 2025年1月27日 (月)

2025年1月20日 (月) 2025年1月27日 (月) 2025年2月4日 (火)

1月 2025年2月5日 (水) 2025年2月17日 (月) 2025年2月21日 (金) 500 - 100 2025年3月4日 (火) 2025年3月13日 (木) 2025年3月25日 (火) 2025年3月31日 (月)

計 78,000 2,000 4,000

【参考】

〇 明石市医師会医療機関は接種月の翌月5日までに医療機関→医師会へ接種報告書を提出

〇 明石市内個別契約医療機関（医師会非会員）・神戸市医師会医療機関は接種月の翌月5日までに各医療機関→市へ接種報告書を提出

〇 加古川市医師会医療機関は接種月の翌月20日までに各医師会→市へ接種報告書を提出

(木)

2024年12月13日

【市内部処理】
保健予防課→会計室

提出期限

(金)

2025年2月28日 (金)2025年2月25日 (火)2025年2月13日12月 2025年1月6日 (月) 6,000 100 1,900

(火)

2025年1月27日 (月)

2024年12月27日 (金)

2025年1月31日 (金)

2024年12月25日

2025年1月15日 (水)2024年12月13日

市→医師会
支払い

（毎月25日）

(水)

医師会→医療機関
支払い

（毎月末）
接種月

医師会→市
接種済報告書提出〆日

【11月・12月】
（5日～〆日まで毎平日10時に

チェック完了分を随時市に提出（持参））

【1月・2月】
（〆日10時に市に提出（持参））

提出見込件数（件）

※流通状況等により変動可能性あり

10月 2024年11月5日

(金)11月

医療機関→医師会
接種済報告書提出〆日

区分

市→委託業者
接種済報告書提出〆日

委託業者が市まで
〆日13時に来所・受取

※〆日までに市が提出準備が整えば
来所・受取日時を協議のうえ変更する

委託業者→市
データ納品

委託業者が市まで来所・納品

納品日が報告書の受取日でない場合は
書留など対面受け渡しによる郵送納品可

(木)2024年12月5日

2024年11月15日 (金)


